
国公労連速報 2007年8月8日《№1897》〈発行〉国公労連
info@kokko.or.jp

初任給中心に　年ぶり俸給表改善８
一時金0.05月改善、時短見送り

　
人
事
院
は
本
日
、
一
部
と

は
い
え
俸
給
表
改
善
で
は
８

年
ぶ
り
と
な
る
一
般
職
国
家

公
務
員
の
給
与
改
定
な
ど
に

関
す
る
勧
告
な
ら
び
に
報
告

を
、国
会
と
内
閣
に
対
し
て
行
っ

た
。

　
勧
告
は
、
０
・
35
％
、
１
３

５
２
円
の
官
民
較
差
に
も
と

づ
き
、
初
任
給
を
中
心
と
し

た
若
年
層
の
俸
給
月
額
と
一

時
金
の
０
・
05
月
改
善
、
子
等

の
扶
養
手
当
の
５
０
０
円
引

き
上
げ
、地
域
手
当
の
改
定（
一

部
は
07
年
４
月
遡
及
）
、
公
務

員
制
度
改
革
に
関
わ
る
「
専

門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
」
の

２
０
０
８
年
度
新
設
な
ど
、

報
告
で
は
、
公
務
員
制
度
全

般
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い

る
状
況
等
を
ふ
ま
え
た
新
た

な
人
事
評
価
制
度
の
導
入
な

ど
に
対
す
る
人
事
院
の
基
本

的
な
認
識
、
超
過
勤
務
の
縮

減
対
策
な
ど
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。

　
国
公
労
連
は
、
07
年
人
事

院
勧
告
に
向
け
て
①
賃
金
・

一
時
金
の
改
善
、
と
り
わ
け

初
任
給
の
抜
本
改
善
、
②
所

定
勤
務
時
間
の
当
面
一
日
15

分
の
短
縮
、
③
非
常
勤
職
員

の
処
遇
改
善
を
重
点
要
求
と

し
て
、
職
場
か
ら
の
上
申
闘

争
を
背
景
に
人
事
院
追
及
を

強
め
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
す
る

到
達
点
は
、
仲
間
の
期
待
や

厳
し
い
生
活
と
労
働
実
態
に

見
合
っ
た
改
善
に
は
至
ら
な

い
も
の
の
、
長
年
続
い
た
賃

金
抑
制
・
切
り
下
げ
の
流
れ

を
断
ち
切
っ
た
こ
と
、
と
り

わ
け
不
十
分
な
が
ら
民
間
と

の
格
差
が
著
し
い
初
任
給
の

一
定
の
引
き
上
げ
は
、
青
年

協
を
は
じ
め
と
す
る
運
動
の

成
果
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
俸
給
表
全
体
の

改
善
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と

は
、
昨
年
政
府
の
圧
力
に
屈

し
て
改
悪
し
た
比
較
対
象
企

業
規
模
を
「
１
０
０
人
以
上
」

に
回
復
し
な
か
っ
た
不
作
為

の
結
果
で
あ
り
、
納
得
で
き

な
い
。
加
え
て
、
給
与
構
造
「
見

直
し
」
の
際
に
既
存
の
原
資

で
措
置
す
る
と
し
て
い
た
地

域
手
当
に
較
差
の
40
％
強
を

配
分
し
た
こ
と
、
評
価
制
度

が
未
確
立
の
も
と
で
一
時
金

の
増
加
分
を
勤
勉
手
当
に
配

分
し
、
成
績
主
義
を
強
化
し

た
こ
と
な
ど
は
要
求
に
反
す

る
も
の
で
あ
り
、容
認
し
難
い
。

　
所
定
勤
務
時
間
の
短
縮
で

は
、
民
間
企
業
に
お
け
る
４

年
間
の
平
均
所
定
労
働
時
間

が
一
日
７
時
間
44
分
で
あ
り
、

各
府
省
当
局
も
「
所
用
の
準

備
を
行
え
ば
業
務
遂
行
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
な
く
対
応

可
能
」
と
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
来
年
の
勧
告
に
先

送
り
し
た
こ
と
は
断
じ
て
認

め
ら
れ
な
い
。
速
や
か
な
時

間
短
縮
に
向
け
て
「
意
見
の

申
出
」
な
ど
の
措
置
を
と
り
、

試
行
の
実
施
等
も
含
む
条
件

整
備
に
直
ち
に
着
手
す
る
こ

と
を
強
く
求
め
る
。

　
超
過
勤
務
の
縮
減
対
策
で

は
「
不
払
い
残
業
」
の
存
在
を

公
式
に
認
め
、
計
画
的
な
在

庁
時
間
の
削
減
に
向
け
た
目

標
の
設
定
や
予
算
確
保
も
含

め
た
検
討
に
言
及
し
た
こ
と

は
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
姿
勢

と
し
て
受
け
止
め
る
。

　
ま
た
、
非
常
勤
職
員
の
処

遇
に
つ
い
て
「
実
態
に
見
合
っ

た
適
切
な
給
与
が
支
給
さ
れ

る
よ
う
、
必
要
な
方
策
に
つ

い
て
検
討
を
す
す
め
る
」
と

と
も
に
、「
民
間
の
状
況
も
見

つ
つ
、
そ
の
位
置
付
け
等
も

含
め
て
検
討
を
行
う
」
と
の

指
摘
を
初
め
て
行
っ
た
こ
と

は
評
価
で
き
る
が
、
劣
悪
な

労
働
条
件
の
改
善
に
向
け
た

具
体
的
な
施
策
の
打
ち
出
し

に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
「
格
差
と
貧
困
」
が
社
会
問

題
化
し
て
い
る
な
か
、
公
務

職
場
か
ら
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、

非
常
勤
職
員
を
含
む
公
務
員

の
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償

機
関
、
利
益
擁
護
機
関
と
し

て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を

求
め
る
。

　
国
公
労
連
は
、
春
闘
段
階

で
の
政
府
・
人
事
院
回
答
を

ふ
ま
え
、
前
述
の
重
点
課
題

の
実
現
に
向
け
て
賃
金
改
善

署
名（
８
万
５
６
９
６
筆
集
約
）

や
要
求
ハ
ガ
キ
行
動
、
職
場

決
議
の
集
中
、
人
事
院
地
方

事
務
局
包
囲
行
動
、
７
月
18

～
20
日
の
全
国
統
一
行
動
、７
・

25
中
央
行
動
な
ど
を
、
最
低

賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ
等
を

求
め
る
運
動
と
結
合
さ
せ
、

公
務
・
民
間
一
体
で
と
り
く

ん
で
き
た
。

　
ま
た
、
総
人
件
費
削
減
に

反
対
し
国
民
本
位
の
行
財
政
・

司
法
の
確
立
を
求
め
る
た
た

か
い
と
と
も
に
、
公
務
員
制

度
改
革
で
狙
わ
れ
た
「
財
界
・

大
企
業
奉
仕
の
行
政
」
へ
の

転
換
を
許
さ
ず
、「
全
体
の
奉

仕
者
」
と
し
て
の
公
務
員
労

働
者
の
「
働
く
ル
ー
ル
」
確
立

を
求
め
る
と
り
く
み
を
強
め

て
き
た
。

　
こ
う
し
た
中
で
、「
戦
後
レ

ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
を
掲

げ
て
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
を

煽
り
、
地
域
切
り
捨
て
、
格
差

拡
大
の
「
構
造
改
革
」
路
線
を

強
行
す
る
政
府
・
与
党
に
対
し
、

参
議
院
選
挙
で
国
民
か
ら
厳

し
い
審
判
が
下
さ
れ
た
。

　
国
公
労
連
は
、
こ
の
よ
う

な
運
動
の
到
達
点
を
引
き
継

ぎ
、
労
働
基
本
権
の
早
期
全

面
回
復
を
含
む
民
主
的
公
務

員
制
度
の
確
立
、
公
務
員
賃

金
の
確
定
、
所
定
勤
務
時
間

の
短
縮
や
長
時
間
過
密
労
働

の
解
消
な
ど
切
実
な
要
求
を

前
進
さ
せ
る
た
め
、
秋
季
年

末
段
階
の
と
り
く
み
を
強
化

す
る
。

　
こ
の
間
、
職
場
・
地
域
で
奮

闘
い
た
だ
い
た
組
合
員
は
も

と
よ
り
、
協
力
・
共
同
し
て
た

た
か
っ
た
民
間
の
仲
間
と
国

民
の
皆
さ
ん
に
心
か
ら
感
謝

す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
く

運
動
へ
の
結
集
と
連
帯
を
呼

び
か
け
る
。

総
人
件
費
削
減
を
許
さ
ず
、公
務
員

労
働
者
の「
働
く
ル
ー
ル
」確
立
を

人事院勧告

〈声明〉

２
０
０
７
年
８
月
８
日

国
公
労
連
中
央
闘
争
委
員
会



2007年勧告の主な内容

○ 本年の給与勧告のポイント

① 民間給与との較差（0.35％）を埋めるため、初任給を中心に若年層に限定した俸給月額の引上げ

(中高齢層は据置き)、子等に係る扶養手当の引上げ、19年度の地域手当支給割合のさかのぼり改定

② 期末・勤勉手当（ボーナス）の引上げ（0.05月分）

専門スタッフ職俸給表の新設③ 給与構造改革の一環としての

○ 公務員給与の改革への取組

平成17年の勧告時の報告において、地域間配分の適正化、職務給の徹底、成績主義の推進を図るため、

給与制度の抜本的な改革を行うことを表明。この給与構造改革は、平成18年度から俸給表水準の引下げ

（4.8％）を実施しつつ、逐次手当の新設等を行い平成22年度までの５年間で実現

また、民間企業の給与水準をより適正に公務の給与水準に反映させるため、平成18年勧告の基礎とな

る民間給与との比較方法について、比較対象企業規模をそれまでの100人以上から50人以上に改めるな

ど抜本的に見直し

本院としては、公務員給与の改革を進めることにより、国民の支持の得られる適正な公務員給与の確

保に向けて全力で取り組む所存

給与勧告の基本的考え方Ⅰ
〈給与勧告の意義と役割〉勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し適正な給与を確保する機能

を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

〈民間準拠の考え方〉国家公務員の給与は、市場原理による決定が困難であることから、労使交渉等によって

経済 雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的・

民間給与との較差に基づく給与改定Ⅱ
１ 民間給与との比較

約10,200民間事業所の約43万人の個人別給与を実地調査（完了率89.4％）

公務と民間の４月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴、勤< >月例給

務地域の同じ者同士を比較

○ 1,352円 0.35％ 行政職(一)…現行給与 383,541円 平均年齢 40.7歳〕民間給与との較差 〔

俸 給 387円 扶養手当 350円

地域手当 560円 はね返り分 55円

昨年冬と本年夏の１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務の年間支給月数を比較<ボーナス>

.51月（公務の支給月数 4.45月）○ 4民間の支給割合

２ 給与改定の内容と考え方

< >月例給

初任給を中心に若年層に限定した改定（中高齢層は据置き）(1) 俸給表

① 行政職俸給表(一)

改定率 １級 1.1％、２級 0.6％、３級 0.0％。４級以上は改定なし

初任給 Ⅰ種 181,200円（現行179,200円 、Ⅱ種 172,200円（現行170,200円））

Ⅲ種 140,100円（現行138,400円）

行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定（指定職俸給表等を除く）② その他の俸給表



民間の支給状況等を考慮するとともに、少子化対策の推進にも配慮(2) 扶養手当

子等に係る支給月額を500円引上げ（6,000円 → 6,500円）

給与構造改革である地域間給与配分の見直しの着実な実施(3) 地域手当

地域手当の級地の支給割合と平成18年３月31日における調整手当支給割合との差が

６％以上の地域の地域手当支給割合について、今後の改定分の一部を繰り上げて

改定（本年度分として0.5％の引上げを追加）

平成19年４月１日[実施時期]

民間の支給割合に見合うよう引上げ 4.45月分→4.5月分< >期末・勤勉手当等（ボーナス）

（一般の職員の場合の支給月数）

６月期 12月期

19年度 期末手当 1.4 月（支給済み） 1.6 月（改定なし）
勤勉手当 0.725月（支給済み） 0.775月（現行0.725月）

20年度 期末手当 1.4 月 1.6 月
以降 勤勉手当 0.75月 0.75月

公布日[実施時期]

< >その他の課題

自宅に係る住居手当の廃止も含め見直しに着手(1) 住居手当

給与の実態把握に努めるとともに、職務の実態に合った適切な給与が支給(2) 非常勤職員の給与

されるよう、必要な方策について検討

なお、非常勤職員の問題は、その位置付け等も含めた検討が必要

平成20年度において実施する事項）Ⅲ 給与構造改革（

１ 専門スタッフ職俸給表の新設

行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識

や経験を活用するとともに、早期退職慣行を是正し在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人

事管理の導入に向けての環境整備を図るため、専門スタッフ職俸給表を新設(平成20年４月１日実施)

（俸給）

・ 専門スタッフ職俸給表は、行政における特定の分野についての高度の専門的な知識経験が必要と

される調査、研究、情報の分析等により、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で

人事院規則で定めるものに適用し、３級構成。各職務の級の水準は、本府省の課長補佐級から課長

級までの水準を基礎

（諸手当）

・ 専門スタッフ職職員には、俸給の特別調整額を支給しないほか、２級、３級職員について、超過

勤務手当等の適用を除外

・ 専門スタッフ職調整手当は、３級職員のうち、極めて高度の専門的な知識経験等を活用して遂行

することが必要な特に重要で特に困難な業務に従事する職員に支給（俸給月額の100分の10）

（勤務時間）

・ 専門スタッフ職職員の勤務時間について、職員の申告を経て、４週間ごとの期間につき各省各庁

の長が割り振る弾力的な仕組みを導入

２ 地域手当の支給割合の改定等

・ 地域手当は、平成22年度までの間に段階的に改定することとしており、平成20年４月１日から平

成21年３月31日までの間の暫定的な支給割合を設定（平成19年度の支給割合を1～2.5％引上げ）

・ 広域異動手当は、平成20年度に支給割合が引き上げられ、制度が完成（異動前後の官署間の距離

区分が60㎞以上300㎞未満の場合３％、300㎞以上の場合６％）

・ 今後とも、昇給・勤勉手当における勤務実績の給与への反映を一層推進
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